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障害福祉分野の最近の動向

【後半】



障害者総合支援法等の概要

目的及び基本理念
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障害者の権利に関する条約（国際連合）
第一条（目的）

この条約は、すべての障害者によるあらゆる人権及び基本的自由の完全かつ平等な享有を促進し、保護し、及び確保する
こと並びに障害者の固有の尊厳の尊重を促進することを目的とする。

障害者には、長期的な身体的、精神的、知的又は感覚的な障害を有する者であって、様々な障壁との相互作用により他の
者と平等に社会に完全かつ効果的に参加することを妨げられることのあるものを含む。

障害者基本法
第一条 （目的）

この法律は、全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重され
るものであるとの理念にのつとり、全ての国民が、障害の有無によつて分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重
し合いながら共生する社会を実現するため、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策に関し、基本原則を定め、及
び国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の基本となる事項
を定めること等により、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。

第四条 （差別の禁止）

何人も、障害者に対して、障害を理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならない。

２ 社会的障壁の除去は、それを必要としている障害者が現存し、かつ、その実施に伴う負担が過重でないときは、それを怠ることに
よって前項の規定に違反することとならないよう、その実施について必要かつ合理的な配慮がなされなければならない。

３ 国は、第一項の規定に違反する行為の防止に関する啓発及び知識の普及を図るため、当該行為の防止を図るために必要となる
情報の収集、整理及び提供を行うものとする。
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障害者総合支援法

障害者総合支援法の目指すもの（目的規定）

•個人としての尊厳にふさわしい日常生活や社会生活を営むことを支援する

•障害者や障害児の福祉の増進とともに、障害の有無にかかわらず国民が相互に人
格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる「地域社会づくり」を進める

（目的）

第一条 この法律は、障害者基本法の基本的な理念にのっとり、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、児童福祉法その他障害者及び障害児の福祉に関する法律

と相まって、障害者及び障害児が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社

会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービスに係る給付、地域生活支援事業その他の支援

を総合的に行い、もって障害者及び障害児の福祉の増進を図るとともに、障害の有無にかかわらず国民

が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。 4



（基本理念）

第一条の二

障害者及び障害児が日常生活又は社会生活を営むための支援は、全ての国民が、障害の有無に

かかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの

理念にのっとり、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と

個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するため、全ての障害者及び障害児が可能な限り

その身近な場所において必要な日常生活又は社会生活を営むための支援を受けられることにより

社会参加の機会が確保されること及びどこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、

地域社会において他の人々と共生することを妨げられないこと並びに障害者及び障害児にとって

日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他

の一切のものの除去に資することを旨として、総合的かつ計画的に行われなければならない。
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児童福祉法
（児童の福祉を保障するための原理）

第一条 全て児童は、児童の権利に関する条約の精神にのっとり、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛

され、保護されること、その心身の健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉を等しく保障さ

れる権利を有する。

（児童育成の責任）

第二条 全て国民は、児童が良好な環境において生まれ、かつ、社会のあらゆる分野において、児童の年齢及び発達の

程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮され、心身ともに健やかに育成されるよう努めな

ければならない。

②児童の保護者は、児童を心身ともに健やかに育成することについて第一義的責任を負う。

③国及び地方公共団体は、児童の保護者とともに、児童を心身ともに健やかに育成する責任を負う。

（原理の尊重）

第三条 前二条に規定するところは、児童の福祉を保障するための原理であり、この原理は、すべて児童に関する法令の

施行にあたつて、常に尊重されなければならない。 6



発達障害者支援法

（目的）

第一条 この法律は、発達障害者の心理機能の適正な発達及び円滑な社会生活の促進のために発達障害

の症状の発現後できるだけ早期に発達支援を行うとともに、切れ目なく発達障害者の支援の行うことが特

に重要であることに鑑み、障害者基本法の基本的な理念にのっとり、発達障害者が基本的人権を享有す

る個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるよう、発達障害を早期に発見

し、発達支援を行うことに関する国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、学校教育における

発達障害者への支援、発達障害の就労の支援、発達障害者支援センターの指定等について定めることに

より、発達障害者の自立及び社会参加のためのその生活全般にわたる支援の図り、もって全ての国民が、

障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実

現に資することを目的とする。
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（基本理念）

第二条の二 発達障害者の支援は、全ての発達障害者が社会参加の機会が確保されること及びどこで誰と

生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会において他の人々と共生することを妨げられな

いことを旨として、行われなければならない。

２ 発達障害者の支援は、社会的障壁の除去に資することを旨として、行われなければならない。

３ 発達障害者の支援は、個々の発達障害者の性別、年齢、障害の状態及び生活の実態に応じて、かつ、医

療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体相互の緊密な連携の下に、その

意思決定の支援配慮しつつ、切れ目なく行われなければならない。
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サービス管理責任者等
研修の見直しについて
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障害者自立支援法（2006年）

障害者総合支援法（2013年）

１．障害者施策を３障害を一元化
２．市町村へ一元化
３．利用者本位のサービス体系に再編
４．就労支援の抜本的強化
５．支給決定の透明化・明確化
６．安定財源の確保

１．制度の谷間のない支援の提供
２．個々のニーズに基づいた地域生活支援体系の構築
３．サービス基盤の計画的整備
４．障害者施策の段階的実施第２レベル

サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者の誕生

サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者は、障害者自立支

援法に基づく新サービスの質の向上を図ることを目的に利用者に

関してアセスメントから個別支援計画の策定、モニタリングなど

一連のサービス提供プロセス全般に関する責任を負う

相談支援専門員とサービス管理責任者・
児童発達支援管理責任者は施策推進の

「要」！

利用者本人（ニーズ）中心の支援

質が求められる

サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者の重要性
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サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者研修の見直し

○一定期間毎の知識や技術の更新を図るとともに、実践の積み重ねを行いながら段階的なスキルアップを図る

ことができるよう、研修を基礎研修、実践研修、更新研修と分け、実践研修・更新研修の受講に当たって、一

定の実務経験の要件(注)を設定。

※平成３１年度から新体系による研修開始。旧体系研修受講者は令和５年度末までに更新研修の受講が必要。

○分野を超えた連携を図るための共通基盤を構築する等の観点から、サービス管理責任者研修の全分野及び児

童発達支援管理責任者研修のカリキュラムを統一し、共通で実施する。

※共通の知識及び技術に加えて各分野等において必要な知識や技術については、新たに専門コース別研修を創設して補完。

○このほか、直接支援業務による実務要件を１０年⇒８年に緩和するとともに、基礎研修受講時点において、

サービス管理責任者等の一部業務を可能とする等の見直しを行う。

※新体系移行時に実務要件を満たす者等について、一定期間、基礎研修受講後にサービス管理責任者等としての配置を認める経過措置を予定。11



改定前

サービス管理責任者の
配置に関する実務要件

児童発達支援管理責任
者の配置に関する実務
要件

相談支援従事者初任者研修講
義部分の一部を修了

サービス管理責任者等研修共
通講義及び分野別演習を受講
（19ｈ）

サービス管理
責任者

児童発達支援
管理責任者
として配置

改定後

サービス管理責任者の
配置に関する実務要件

児童発達支援管理責任
者の配置に関わる実務
要件
【一部緩和】

※配置に関する実務要
件を満たす予定日の２
年前から基礎研修受講
可能

【改定】基礎研修
相談支援従事者初
任者研修講義部分
の一部を修了

サービス管理責任
者等研修（統一）
を修了（講義・演
習：15ｈ）

ＯＪＴ
一部業務
可能

【新規創設】

サービス
管理責任者等
実践研修

（14.5ｈ）
を修了

【新規創設】

サービス
管理責任者等
更新研修
（13ｈ）

※５年の間に
１度修了

サービス管理
責任者

児童発達支援
管理責任者
として配置

(注)一定の実務経験の要件
・実践研修：過去５年間に２年以上の相談支援又は直接支援業務の実務経験がある
・更新研修：①過去５年間に２年以上のサービス管理責任者等の実務経験がある又は②現にサービス管理責任者等として従事している

【新規創設】
専門コース別研修
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基礎・実践・更新研修のねらい

５年
サービス（児童発達支援）
管理責任者として配置

５年ごと
サービス（児童発達支援）
管理責任者として継続

３年
原案作成が可能

基礎研修：プロセス
アセスメント、個別支援計画の作成、相談支援専門員
との連携、多職種連携

実践研修：質の向上
支援会議の運営、サービス（支援）提供職
員への助言・指導、個別支援計画の質の向
上

更新研修：自己検証
施策の最新の動向、自己検証、
スーパーバイズ

サービスの質 人材育成 地域連携
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質の担保を保障するために

当たり前のことが当たり前にできているのか？

✓本人とちゃんと面接をして個別支援計画を作成していますか？

✓前回の個別支援計画のコピペをしていませんか？

✓個別支援計画を作成する時は、個別支援会議を開催していますか？

✓個別支援計画は予定しているモニタリング月に作成していますか？

✓サービス担当者会議への参加、相談支援専門員と連携していますか？

✓日々の日常の記録は書いていますか？
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令和６年度
障害福祉サービス等報酬改定に

係る基本的な考え方
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これまでの経緯

○障害者自立支援法（現・障害者総合支援法）の施行から１７年が経過し、障害福祉サービス等の利用者は約

１５０万人、国の予算額は約２兆円とそれぞれ約３倍に増加するなど、障害児者への支援は年々拡充している。

またこの間、「障害児通所支援に関する検討会」や「地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に

向けた検討会」、「強度行動障害を有する者の地域支援体制に関する検討会」等の各種検討会における報告書

等がとりまとまり、これを踏まえた対応が求められている。さらに、昨年５月には、令和６年度から令和８年

度までの第７期障害福祉計画及び第３期障害児支援計画を作成するための基本方針が示された。

○このような状況の中、障害福祉分野における賃上げをはじめとする人材確保への対応は喫緊かつ重要な課題

であり、物価高騰・賃金上昇、経営の状況、支え手が減少する中での人材確保の必要性等を踏まえ、利用者が

必要なサービスを受けられるよう、必要な処遇改善の水準の検討を含めた対応が求められる。
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○令和６年度障害福祉サービス等報酬改定の改定率は全体で＋1.12％（改定率の外枠で処遇改善加算の一本化

の効果等があり、それを合わせれば改定率＋1.5％を上回る水準）とし、障害福祉分野の人材確保のため、介

護並びの処遇改善を行うとともに、障害者が希望する地域生活の実現に向けて、介護との収支差率の違いも勘

案しつつ、新規参入が増加する中でのサービスの質の確保・向上を図る観点から、経営実態を踏まえたサー

ビスの質等に応じたメリハリのある報酬設定を行うこととされた。

○また、既存の加算の一本化による新たな処遇改善加算の創設に当たっては、今般新たに追加措置する処遇

改善分を活用し、障害福祉の現場で働く方々にとって、令和６年度に2.5％、令和７年度に2.0％のベースアッ

プへと確実につながるよう、配分方法の工夫を行うこととし、今回の改定が、福祉・介護職員の処遇改善に

与える効果について、実態を把握することとされた。

○これを踏まえ、喫緊かつ重要な課題である人材確保対策について必要な処遇改善を行うとともに、障害者

が希望する地域生活の実現、多様なニーズに応える専門性・体制の評価、支援時間・内容を勘案したきめ細か

い評価、アウトカムに基づく評価等について、取り組んでいく必要がある。 17



令和６年度改定の基本的な考え方とその対応

（１）障害者が希望する地域生活を実現する地域づくり

①障害者が希望する地域生活を実現・継続するための支援の充実

②医療と福祉の連携の推進

③精神障害者の地域生活の包括的な支援

（２）社会の変化等に伴う障害児・障害者のニーズへのきめ細かな対応

①障害児に対する専門的で質の高い支援体制の構築

②障害者の多様なニーズに応じた就労の促進

（３）持続可能で質の高い障害福祉サービス等の実現のための報酬等の見直し
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障害福祉サービス等における横断的な改定事項

（１）経営実態等を踏まえた基本報酬の見直し

（２）福祉・介護職員等の処遇改善

（３）地域生活支援拠点等の機能の充実

①地域生活支援拠点等において、情報連携等を担うコーディネーターの配置を評価する

加算を創設する。

②平時からの情報連携を整えた通所系サービス事業所において、緊急時の受入れにつ

いて評価する。

③地域生活支援拠点等に係る既存の加算について、関係機関との連携調整に従事する

者を配置することを要件に加える。
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障害福祉サービス等における横断的な改定事項

（４）強度行動障害を有する障害者への支援体制の充実

①強度行動障害を有する障害者の受入体制の強化

②状態が悪化した強度行動障害を有する児者への集中的支援

（５）視覚・聴覚言語障害者支援体制加算の拡充

（６）意思決定支援の推進

（７）本人の意向を踏まえたサービス提供（同性介助）

（８）障害者虐待防止の推進

（９）身体拘束等の適正化の推進

（10）個別支援計画の共有

（11）高次脳機能障害を有する者に対する報酬上の評価
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障害福祉サービス等における横断的な改定事項

（12）人員基準における両立支援への配慮等

（13）障害福祉現場の業務効率化等を図るためのＩＣＴの活用等

（14）業務継続に向けた感染症や災害への対応力の取組の強化

（15）障害者支援施設等における医療機関との連携強化・感染症対応

力の向上

（16）情報公表未報告の事業所への対応

（17）地域区分の見直し

（18）補足給付の基準費用額の見直し

（19）食事提供体制加算の経過措置の取扱い

（20）施設入所者の送迎加算の取扱い 21



令和６年度
障害福祉サービス等報酬改定に

おける主な改定内容

22



23



24



25



26



27



28



29



30



31



32



33



34



35



36



37



38



39



40



41



42



43



44



45



46



47


